平成　　年　　月　　日

岡山県中小企業団体中央会

会　長　　中　 島 　　博　　殿
住　　所

事業所名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　印

岡山県中央会ホームページ事業参加申込書

この度、貴会の実施する標記事業に申し込みしたく、関係書類を添えて提出いたします
ので、ご承認下さるようお願い申し上げます。

記

１．事業所の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．申込口数　　　１口 １２，０００円　　　　　口

１．連絡担当者　　　役 職 名

氏　　名

電話番号
FAX 番号
e - mail
岡山県中小企業団体中央会ホームページ事業実施要領 

（目　的） 

第１条　この要領は、岡山県中小企業団体中央会ホームページ事業（以下「事業」という。）の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定　義） 

第２条　この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）　岡山県中小企業団体中央会ホームページ 岡山県中小企業団体中央会（以下「岡山県中央会」という。）が管理するホームページをいう。 

（２）　広告及びホームページ　文字又は画像で表示された情報をいう。 

（広告及びホームページの表示場所） 

第３条　広告及びホームページは、岡山県中央会ホームページに表示するものとし、広告及びホームページを表示する位置及び枠数は、別途仕様書で定める。 

（広告及びホームページの対象範囲、種類、規格等） 

第４条　岡山県中央会ホームページの広告及びホームページについて、次の各号に掲げる事項は、別に定める。 

（１）　対象範囲

（２）　種類
（３）　規格

（４）　禁止表現

（５）　制限事項

（事業の実施期間）

第５条　事業の実施期間は１年以内とし、別途仕様書で定める。

（広告及びホームページ表示の申込み等）

第６条　広告主は、岡山県中央会に対し広告及びホームページ表示の申込み等を行うものとする。表示中の広告及びホームページの内容の大幅な追加・変更を行う場合も同様とする。

（広告及びホームページの表示期間）

第７条　広告及びホームページを表示する期間は、原則として１年単位とする。ただし、月単位の広告表示の申込みがあった場合は、１ヶ月単位とすることができる。 

（広告主の決定）

第９条　岡山県中央会は、第６条の規定により広告主から申込みがあった場合は、その内容が第４条の規定に反していないかを確認の上、広告主を決定するものとする。 

（原稿の作成及び提出）

第10条 広告及びホームページ原稿は、広告主又は岡山県中央会が第４条の規定に基づき作成するものとする。

２　前項の規定により作成する原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。

３　岡山県中央会は、第一項の規定により作成された原稿の内容等が第４条の規定に反していないことについて審査を行い、適当と認めるものを表示するものとする。 

（岡山県中小企業団体中央会ホームページ事業審査会） 

第11条 広告及びホームページの内容等を審査するため、岡山県中小企業団体中央会ホームページ事業審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２　審査会の委員長は事務局長の職にある者をもって充て、委員は部長、コンピューター班員の職にある者をもって充てる。 

３　委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。 

（会　議） 

第12条 審査会の会議は、広告及びホームページ表示の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集しその議長となる。

２　委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

３　前条及び前二項に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、岡山県中央会が別に定める。
（広告及びホームページ表示の方法） 

第13条 岡山県中央会は、第10条の規定により作成され、適当と認めた原稿を、原則として表示開始日の午前９時から午後零時までの間に表示するものとする。 

２　岡山県中央会は、前項の規定により表示した広告及びホームページを、原則として表示終了日の午前９時から午後零時までの間に取り除くものとする。 

（広告及びホームページの内容の変更） 

第14条 広告主又は岡山県中央会は、広告及びホームページの表示期間内において、その内容を原則として月単位で変更することができるものとする。 

２　広告主は、前項の規定によりその内容を変更しようとする場合は、岡山県中央会にあらかじめ報告するものとし、第10条の規定に準じて原稿を作成し、提出するものとする。 

（広告及びホームページ掲載費用）

第15条 広告主は、掲載費用として年会費を納入するものとする。

２　会費の額は、1口１２，０００円とし、１口以上を負担するものとし、岡山県中央会と協議の上決定するものとする。

（広告及びホームページ表示の取消し） 

第16条 岡山県中央会は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、直ちに広告及びホームページの表示を取り消すことができる。 

（１）　広告及びホームページが第４条の規定に反したとき。
（２）　広告主が会費の納入を怠ったとき。 

（３）　その他、事業を継続することが適切でないとき。 

２ 前項の場合において、広告主は、広告及びホームページの表示の取消しにより生じた損害の賠償を岡山県中央会に請求することはできない。 

（広告及びホームページ表示の取下げ） 

第17条 広告主は、自己の都合により、広告及びホームページの表示を取り下げることができる。

２　広告主は、前項の規定により表示を取り下げるときは、書面により岡山県中央会に申し出なければならない。 

（リンク先の変更）

第18条 広告主は、広告及びホームページのリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して10日前までに岡山県中央会に届け出るものとする。 

（広告主の責務） 

第19条 広告主は、広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告の表示に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。 

２ 広告主は、広告及びホームページの表示により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。 

（協議） 

第20条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事項で必要がある場合は、岡山県中央会と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

（その他） 

第20条 この要領に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は、岡山県中央会が別に定める。

（附則） 

この要領は、平成19年1２月 1日から施行する。
岡山県中小企業団体中央会ホームページ広告及びホームページ表示基準

（目　的） 

第１条　この基準は、岡山県中小企業団体中央会（以下「岡山県中央会」という。）ホームページヘの広告及びホームページ表示を適正に行うため、岡山県中央会ホームページ事業実施要領（以下「要領」という。）に基づく広告及びホームページの取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（広告及びホームページの優先順位） 

第２条　広告及びホームページの優先順位は次のとおりとする。

１　国、地方公共団体並びにこれに類するもの

２　私企業のうち公益的性格を有するもの
３　県内に事業所等（本社、支店、営業所、店舗等）を有するもの

４　その他県が適当と認めるもの

（広告及びホームページの対象範囲） 

第３条　要領第４条第１号の広告及びホームページの対象範囲は次のとおりとする。 

１　次のいずれかに該当する業種又は業者に係る広告は、表示することができない。なお、広告及びホームページの表示中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。 
（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する風俗営業に該当する者 

（２） 貸金業の規制等に関する法律（昭和58年法律第32号）第２条に規定する貸金業に該当する者 

（３） 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員に該当する者 

（４） 債権取立て、示談引受けなどに係る者 

（５） ギャンブルに係る者 

（６） 占い、運勢判断に係る者 

（７） 興信所、探偵事務所等、私的な秘密事項の調査を業とする者 

（８） 法令に定めのない医療類似行為を行う者 

（９） 民事再生法及び会社更生法による再生・更正手続き中の者 

（10）行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者 

（11）その他広告を表示する業種又は業者として適当でないと認められる者 

２　次のいずれかに該当する内容の広告及びホームページは、表示することができない。なお、広告及びホームページの表示中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。 

（１） 法令等により製造、販売、提供等をすることができない商品又はサービス、許可等を受けていない商品その他広告として表示することが適当でないと認められる商品又はサービスに係るもの 

（２） 他の者を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの 

（３） 不当な差別等人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの 

（４） 宗教団体による布教推進を目的とするもの又はそのおそれのあるもの 

（５） 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの 

（６） 公の選挙の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの 

（７） 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、内容が不明確なもの 

（８） 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、引渡し、支払方法及び返品条件が不明確なもの 

（９） 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容又は施設の所在が不明確なもの 

（10）第三者の著作権その他の財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの 

（11）非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの 

（12）広告する商品又はサービスとは無関係に水着姿及び裸体等を表示することによって単に目立たせるもの 

（13）次のいずれかに該当するものであって、青少年にとって有害であると認められるもの 

ア　性的感情を刺激するもの又はそのおそれのあるもの 

イ　犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの 

ウ　粗暴性又は残虐性を助長するもの又はそのおそれのあるもの 

（14）消費者の利益及び公正な競争の確保を妨げるおそれのある次の表示を含むもの 

ア　実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良又は有利であるかのように消費者を誤認させる表示（以下「不当表示」という。）（合理的な根拠を示す資料を求めた場合において、提出がない場合は不当表示とみなすこととする。） 

イ　その他消費者を誤認させるおそれのある表示 

ウ　射幸心をあおる表示 

（15）公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

（16）広告主が明確でなく、責任の所在が不明確なもの 

（17）いわゆる健康食品に関するもので、医薬品的な効能・効果を表現しているもの 

（18）皇室の写真、紋章その他皇室関係のものを使用したもの 

（19）「不動産の表示に関する公正競争規約」の表示に関する規定に反しているもの 

（20）個人・団体の意見広告、名刺広告、謝罪・釈明に当たるもの及び売名目的のもの 

（21）社会問題その他についての主義または主張や係争中の問題についての声明に関するもの 

（22）寄付金の募集に関するもの 

（23）アルコール販売に関するもので、未成年者の飲酒禁止の文言が表示されていないもの 

（24）たばこ販売に関するもので、未成年の喫煙防止や分煙に関する表示がないもの 

（25）国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現を含むもの又は岡山県中央会ホームページの一部であるかのような誤解をあたえるおそれのあるもの 

（26）その他岡山県中央会の性質等により表示することが適当でないと認められるもの 

（広告及びホームページの種類） 

第４条　要領第４条第２号の種類は、バナー広告及びホームページとする。 

（広告及びホームページの規格） 

第５条　要領第４条第３号の規格は、別途仕様書で定める。 

（広告及びホームページの禁止表現） 

第６条　要領第４条第４号の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告及びホームページは表示しない。 

（１）閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの 

（例）「×」、「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等 

（２）実際には機能しないもの 

（例）入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等 

（３）「警告」、「注意」などあたかも警告を発しているような誤解をあたえるもの 

（４）その他広告の表現として適当でないと認められるもの 

（広告及びホームページの制限事項） 

第７条　要領第４条第５号の制限事項として、広告の表現、配色等で、閲覧者に不快感を与えるおそれがあると認められる場合は、その内容を制限することができる。 

（附　則） 

この基準は、平成19年1２月 1日から施行する。
